
合亭瀬球大園寺子都京

読ーさ事 奉え+主事

牢T哩聖日-]'司-u"1'-三三寸-11三才、ー

京勢良露 逸調諸岡 重大米国 j海E フオ 道基に所得

都骨 レの なの 同ン穂統く本任豊

国国雑 ν 白 t品る排時盟ゥワ概計不 論
大に テ E創丸三 結日 にイ 公の経塁手?口? ン 果立 封ゼ論平不

る 銀 法すの説課

書一「幣鋸 4司7、- 苑 ;J論品OJL 世 害，警明p 叢
舎改市革IJ 就業事 生 策合昼論・可百Eは
大舎 て : す: :捕

問 : ぺ : 捉難
記題 . き
事

h済王士E手Eも ゴUpgzzゴ J1Ul-拝zλ 二J 
法

士法泉 文博士串 E士1問1F7 E法土11F 9 日』占

士

委谷 大河 作 小米財神

口 森田 回 島田部戸
昌B:

工口士f 研嗣 荘 太太静正

員彦 造耶 耳目郎治雄

、
ー」一 三一一一一一一一一



京呈

語専
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9'時

叢

第
十
九
窓

第

競

(
酒
量
畑
百
九
抽
)

大
正
十
三
年
七
月
後
行

論

叢

所
得
本
瞳
の
不
明
確
又
口
捕
捉
難
に

基
づ
く
不
公
平
課
税
の
可
能

iii申

戸

正

雄

緒
言
(
本
論
回
目
的
)

貨
帯
的
収
入
に
し
て
所
得
と
鴻
す
べ
か
ら

f
る
も
り
を
所
得
と
し
た
る
も
の
。
必
要
な
る
鯉
費
の
控
除
計
算
。
不
十
分
に
指

t
も
の
刈

)

)

)

)

)

)

 

借
入
費
本
目
利
子
B
滅
債
消
却
金
C
保
険
料
ニ
財
産
自
白
鼎
減
倒
三
法
人
よ
り
白
田
首
に
闘
す
る
過
大
負
強
A
一
般
法
人
よ
り
の
間
賞
い
大
陣
営

(

(

(

(

 

後
四
無
配
官
年
る
負
債
者
仕
元
本
城
債

B
購
買
組
合
白
購
入
高
に
臨
ず
る
配
苗
)

(

(

(

 

竺

亘

書

的

抗

告

し

て

需

品

ず

べ

き

も

2
所
得
と
せ
ざ
る
も
の
白
書
霊
に
風
ず
る
一
時
白
所
得
川
市
工
業
に
附
帯
す
る
一
時

)
 

的
自
枚
入

B
農
業
者
事
由
開
業
と
し
て
瞥
む
も
由
。
収
入
ニ
替
利
事
業
に
屈
せ

f
る
一
時
白
所
得
A
官
週
人
目
貰
却
、
官
札
及
投
機
利
得
R
偶
鼎

(
 

)

)

)

 

的
自
原
稿
料
講
演
料
付
相
関
財
産
、
贈
興
財
産
、
嫁
費

hw保
険
金
位
放
費
等
白
使
残
)

所
得
本
陸
の
不
明
確
又
は
捕
捉
離
に
基
づ
，
、
示
会
平
課
続
@
可
施

第
-
段論

議

第
十
九
昏

第

貌

一) 
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論

叢

所
得
本
植
の
不
明
確
又
は
捕
捉
離
に
基
づ
く
不
骨
平
課
税
の
可
能

第
十
九
巻

) 

(捧一一揖

都
三
段
貨
幣
外
?
収
入
に
し
て
所
拝
と
鵠
す
，
へ
き
も
白
(
↓
現
物
収
入
心
自
ら
生
摩
す
る
明
物
け
産
業
者
等
の
刷
業
X
は
副
産
物
白
自
家
用
の
も

(

-

(

 

)

〉

)

r

の
る
商
工
業
者
の
替
業
よ
の
物
鶴
田
自
家
用
の
も
り
は
普
語
人
の
偶
鼎
的
牧
獲
物
の
自
家
用
田
も
り

2
他
人
よ
り
供
せ
ら
る
る
現
物
い
無
料
又
は

低
料
の
食
事
衣
服
等
川
町
贈
物
、
饗
膳
・
茶
菓
的
交
換
差
柑
伺
叫
使
用
人
へ
の
輔
自
付
奥
叫
或
助
産
自
由
盟
形
と
し
て
得
ら
る
る
掛
物
司
財
物
利
用
刈

(

(

(

(

 

)

)

)

 

住
屋
利
用
い
自
有
住
昼
の
利
用
件
知
料
又
は
低
料
借
匝
円
い
役
宅
問
好
意
に
よ
る
も
の
似
無
料
又
は
低
料
止
桔
値
動
産
白
使
用
い
各
自
白
家
具
家
助

)

)

)

)

)

 

ろ
産
業
用
具
の
掛
合
的
使
用
は
主
人
の
車
馬
等
の
傭
人
の
私
用
三
人
的
給
付
A
白
巴
四
人
的
給
付
い
家
庭
的
勤
務
る
欝
師
教
師
毎
の

R
家
勤
務
B

他
人
白
人
的
給
付
い
雇
人
の
主

K
よ
り
畏
〈
る
無
料
白
教
育
療
養
乗
車
御
覧
寄
ろ
軒
意
に
よ
る
他
人
由
無
償
勢
務
凹
財
産
の
白
熱
帯
倒
)

(

(

 

結
論
(
全
文
由
要
旨
)

緒

一-コ口

借

τ之
を
質
際
捕
捉
し
ゃ
う

Z
L
て
其
困
難
な
る
が
斜
め
に
由
来
す
る
所
の
不
↓
公
平
に
つ
い

τ詮
議
す
る
こ
ご
に

下以Q
J
 

R

位
一
吉
理
想
的
な
も
の
ご
思
っ
て
居
る
。
彪
が
質
際
仔
細
に
分
析
し
吟
味
し
て
見
る
ご
い
ふ
吉
、
其
に
色
々
な
不
七

会
一
午
の
潜
む
こ
さ
を
見
出
3
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。
所
得
税
の
弱
貼
芭
い
ふ
こ
ど
は
私
が
嘗
て
も
設
い
払
ニ
ご
の
あ
=
一究

る
所
だ
が
、
全
A
特
に
本
館
に
閲
す
る
不
明
確
に
季
、
不
一
公
卒
、
並
に
夏
ら
に
其
が
理
窟
上
明
確
で
は
あ
っ
て
も
師租著拙

今
日
、
人
は
、
所
得
税
を
以
一
て
現
代
租
税
閥
系
の
中
植
を
成
す
も
の
ご
見
倣
し
、
主
(
が
敏
ゐ
る
税
の
中
で
一
番

特
別
な
興
味
を
戚
じ
た
の
で
、
敢
て
重
ね
て
之
を
試
み
や
う
ご
思
ム
。
元
来
、
純
理
上
か
ら
し
て
所
得
、
所
得
税

1) 

の
物
館
ご
し
て
の
所
得
ご
い
へ
ば
、

一
定
期
間
(
年
)
仁
或
綴
隣
人
に
其
自
由
蕗
1
7
の
領
域
仁
入
る
所
の
純
財
産
階



加
並
に
其
受
〈
る
所
の
人
的
給
付
及
財
物
利
用
ご
す
ペ
き
で
あ
っ
て
、
比
等
を
凡
イ
て
集
計
し
て
其
大
小
こ
そ
各

人
の
給
付
能
力
の
大
小
令
計
る
基
本
た
る
ペ
き
で
あ
る
o

そ
L
て
此
事
は
新
し
き
填
関
所
得
税
法
が
之
を
採
用
し

て
、
共
所
得
税
に
於
り
る
所
得
ご
は
、
各
の
納
税
義
務
者
の
貨
幣
に
於

τ又
は
貨
幣
償
値
に
於
て
成
立
つ
所
の
凡

ヰ
で
の
収
入
の
合
計
で
あ
っ
て
、
彼
自
身
に
属
す
る
住
屍
又
は
其
他
の
無
料
住
足
の
賃
貸
償
値
、
彼
自
身
の
経
憐

又
ば
彼
自
身
の
管
業
の
産
物
で
あ
っ
て
其
家
庭
内
に

τ消
費
せ
ら
る
、
も
の
、
債
値
、
並
に
其
他
の
偶
々
彼
に
入

h
来
る
所
の
自
然
的
牧
入
を
合
む
も
の
だ
ご
せ
ら
る
、
所
で
あ
る
(
註
一
)
O

此
慮
ま
で
定
義
し
て
来
る
ご
傍
稜
明
確

い
い
な
っ
て
隣
っ
て
会
平
に
も
な
ち
得
る
が
、
其
で
も
賞
際
其
の
捕
捉
し
難
き
が
匁
め
に
遊
〈
e
へ
か
ら
・
3
る
多
少
の

不
公
卒
を
見
れ
な
い
。
然
る
に
我
邦
の
所
得
税
は
大
き
に
改
良
さ
れ
わ
ル
な
ど
、
い
ふ
け
れ
ど
も
、
ま
だ
/
¥
理
想

に
は
遥
か
に
港
か
る
所
で
あ
っ
て
、
法
人
に
就
い
て
は
各
事
業
年
度
の
総
盆
金
か
ら
線
損
金
hr
控
除
し
た
る
金
額

に
依
る
(
税
法
四
傍
)
Z
h以
ふ
の
で
、
先
づ
以
て
並
(
所
得
ご
刷
局
す
v
へ
き
も
の
を
押
へ
て
居
る
ご
い
ふ
こ
吉
は
出
来
る

が
、
筒
人
の
所
得
に
つ
い
て
は
斯
の
如
き
文
句
き
へ
も
な
〈
、
並
(
の
潟
め
所
得
Z
は
回
畑
所
得
を
別
ご
し
て
は
、

殆
ん
ど
会
(
貨
幣
的
牧
入
正
解
せ
ら
れ

t
居
る
始
末
で
、
結
果
ご
し
て
可
な
り
大
な
不
必
卒
が
平
気
で
R

公
然
ピ
行

は
れ
て
居
る
。
捕
捉
難
の
震
め
の
不
R

公
平
な
ら
ば
、
ま

rh裕
す
守
へ
き
不
公
一
中
村
」
が
、
捕
捉
し
ゃ
う
ご
す
れ
ば
捕
捉

L
得
る
に
拘
ら
守
、
芙
を
見
逃
が
す
に
至
て
は
遺
械
至
極
で
あ
る
o

其
他
仁
も
所
得
其
も
の
、
性
質
か
ら
す
れ
ば

論

議

所
得
ま
す
は
き
'
も
の
を
見
逃
が
し
居
る
も
の
が
あ
り
、
且
つ
所
得
ご
す
や
へ
か
ら
古
る
も
の
を
所
得
に
入
れ
て
居
る

所
作
本
挫
の
弔
明
即
時
文
は
描
捉
蹴
巳
基
づ
《
不
公
平
課
粧
の
可
能

第
十
九
巻

(
第
一
瞬

拙著、租舵研究、ー替、 146.
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iî~ 

議

所
得
本
慌
の
不
明
確
又
H
H

捕
捉
雛
仁
基
4

《
不
公
平
課
枕
の
可
簡

四

第
十
九
巻

(
第
一
一
明

四
) 

も
の
も
あ
っ

τ、
何
れ
も
不
必
卒
な
る
結
果
を
招

ν
て
居
る
。
割
払
は
乃
ち
我
図
の
税
法
を
基
本
ご
し
て
彼
是
れ
其

等
の
品
腕
陥
を
列
皐
し
分
設
し
て
見
ゃ
う
4
恩
ふ
。

碕
治
会
岡
的
所
得
税
陪
此
噴
固
法
ほ
ど
に
明
確
で
は
な
い
が
、
其
て
も
此
に
近
い
も
白
で
は
あ
る
。
卸
ち
所
得
を
以
て
、
土
地
(
家
屋
を

ふ
〈
む
)
、
替
業
、
費
本
財
産
及
勢
働
よ
り
の
凡
ベ
で
の
一
国
的
又
は
反
覆
的
牧
入
、
並
に
凡
べ
て
共
他
の
肱
入
(
多
少
由
明
外
を
以
て
)
白
全
額
'
と

し
て
ー
居
る
。
其
昆
て
チ
ン
メ
ル
マ
シ
仕
之
を
評
し
て
、
調
誕
所
有
枕
は
共
所
得
志
議
に
つ
き
原
則
上
、
シ
ャ
ン
ツ
見
解
を
採
る
と
い
ふ
て
居
る
。

(

註

目

)

第
一
段

賞
幣
的
牧
入
に
'
し
て
所
得
さ
錯
す
べ
か
ら
ざ
る

も
の
を
所
得
ミ
し
た
る
も
の

一
必
要
な
る
経
費
の
控
除
計
算
の
不
十
分
に
基
〈
も
の
|
|
貨
幣
的
牧
入
中
か
ら
必
要
な
る
生
産
費
を
控
除
し
た

る
も
の
を
所
得
ご
す
る
こ
ご
は
嘗
然
だ
が
、
併
し
賞
際
に
は
此
経
費
が
十
分
に
は
控
除
さ
れ
て
居
ぬ
。
共
箱
崎
に

一
の
不
↓
公
平
が
生
中
る
o
家
事
上
の
経
費
は
回
よ
h
論
外
だ
が
、
生
産
又
は
管
業
費
の
中
で
も
、
特
に

A
借
入
資
本
の
利
子

1

ー
の
如
き
は
賞
際
或
度
ま
で
控
除
さ
れ
る
ぜ
し
て
も
、
到
底
不
十
分
な
も
の
で
あ
ら

う
o
叉
之
を
十
分
に
控
除
す
る
こ
芭
、
す
る
ご
、
連
肢
の
弊
を
多
〈
生
す
る
ζ

己
、
も
な
る
の
で
、
此
の
如
き
取

扱
も
買
は
巳
む
を
得
ゴ
る
こ
ご
で
は
あ
る
が
、
理
窟
か
ら
い
1

ふ
Z
不
嘗
で
あ
り
、
随
ふ

τ不
必
卒

r
z
レ
は
な
(

て
は
な
ら
同
(
註
ニ
)
O

倫
ほ
之
官
関
聯
L
て
、
借
金
の
潟
め
に
入
b
来
る
資
本
貨
幣
は
勿
論
枚
入
に
は
属
す
る
が
、

Linz， Grunddss d. Einkommens-und Vermogenssteuern. S. 6. 

Zimmermann， Kommentar zurn Einkommensteuergesetz. S. 46. 
6) 

e) 



共
人
の
純
財
産
増
加
で
は
な
い
か
ら
所
得
己
は
な
ら
な
い
(
註
コ
一
)
O

所
得
税
法
施
行
規
則
第
七
時
に
位
、
措
法
第
十
四
時
四
規
定
忙
依
り
糊
牧
入
金
額
上
り
控
除
す
べ
き
網
費
目
、
種
苗
讃
積
肥
料
の
購
買

(
露
-
一
)

費
、
家
斎
其
他
の
も
の
由
伺
養
料
、
仕
入
品
の
原
筒
、
原
料
品
の
代
倒
、
場
所
物
件
の
修
繕
費
又
は
借
入
料
、
場
所
物
件
又
は
業
務
に
借
る
公

謀
、
一
一
雇
人
の
給
料
其
怖
収
入
を
得
る
に
必
要
注
る
も
り
に
限
る
。
但
L
家
事
上
の
費
用
及
之
に
閥
聯
す
る
も
の
は
之
を
控
除
ぜ
ず
と
あ
っ
て
、
借

入
資
本
自
制
子
を
事
げ
て
居
ら
向
。
強
ゐ
て
い
へ
ぽ
、
其
他
肱
入
を
得
る
に
必
要
な
る
も
の
に
入
れ
ら
れ
る
が
、
偶
令
入
れ
て
も
不
十
分
で
あ
ら

う。
(
註
三
)

ク
ヲ
前
ウ
は
、
借
入
安
本
は
所
得
で
は
な
い
。
此
は
軍
に
後
日
退
却
さ
れ
た
〈
て
な
ら
ぬ
防
白
、
他
人
か
ら
受
眠
ら
れ
た
る
財
産
又
は
貨

7
 

幣
に
過
ぎ
な
い
と
い
ぷ
て
居
る
。

B
減
債
消
却
金
ー
ー
も
一
克
来
、
共
が
少
〈
正
も
所
得
源
た
る
財
産
に
闘
す
る
以
上
は
、
所
得
を
得
る
に
必
要
な

る
経
費
の
一
吉
し
て
計
算
し
所
得
中
か
ら
控
除
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
(
註
四
)
、
併
し
我
闘
で
は
精
々
修
経
費
を
引

〈
に
止
ま
b
、
此
減
慣
消
却
金
に
ま
で
は
格
除
が
及
ん
で
居
ら
向
。
尤
も
此
の
如
き
も
の
ご
し
て
幾
許
が
遜
嘗
か

を
定
な
る
の
は
可
な
り
面
倒
で
は
あ
ら
う
。
随
っ
て
質
行
す
る
ご
し
て
は
大
積
の
標
準
率
を
定
め
る
こ
正
、
な

h
，f

、
随
ふ
て
叉
賀
行
し
た
ご
し
て
も
多
少
の
不
日
常
卒
は
兎
れ
な
い
。

(
註
四
)

ヘ
ツ
ケ
ル
は
、
所
得
計
算
よ
、
械
情
消
却
額
が
控
除
さ
れ
た
〈
で
は
な
ら
由
と
い
ひ
、
シ
ェ
フ
レ
ー
も
、
固
定
資
本
の
債
値
に
於
け
る
誠

倒
消
却
額
は
各
自
竪
き
静
刑
制
桝
に
現
は
れ
、
年
々
楓
牧
盛
よ
り
し
て
倒
値
損
失
'
と
し
て
引
去
ら
る
る
。
此
が
所
得
に
算
入
ナ
べ
か
ら
ざ
る
も
の

と
L
て
取
扱
は
れ
な
〈
で
は
な
ら
由
と
い
ひ
、
ロ
〕
ワ
シ
ア
ー
も
、
良
き
所
得
桔

U
、
所
得
に
潜
む
所
の
減
惜
消
却
部
と
賀
際
の
牧
盆
と
を
混
同
す

。コ

る
と
・
と
を
避
け
な
〈
で
は
な
ち
自
主
い
ム
て
居
る
。

論

叢

五

所
得
本
惜
の
不
明
確
又
ほ
捕
捉
離
に
基
イ
〈
不
公
平
課
粧
の
可
能

( 

第

韓

第
十
九
巷

五
) 

Roscher. 
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品
醐

護

所
得
本
位
の
不
明
睦
又
は
捕
捉
難
民
基
づ
〈
不
公
平
謀
枕
の
可
能

第
十
九
巻

(
第
一
一
概

六
) 

~，、

c保
険
料
!
ー
ー
も
少
〈
ご
も
所
得
源
た
る
財
産
に
閲
v

る
だ
り
に
於
て
は
之
を
所
得
中
か
ら
控
除
す
る
の
が
至

常
で
あ
り
、
此
も
一
の
必
要
な
る
費
用
ご
見
E
然
る
イ
き
も
の
で
あ
る
。
叉
生
命
保
険
料
も
勤
勢
所
得
を
暴
「
る

働
き
手
に
一
層
し
、
共
所
得
額
じ
相
嘗
な
る
だ
け
に
て
は
控
除
す
る
の
が
至
賞
で
あ
る
(
詰
五
)
O

然
る
に
我
闘
で
は
財

康
保
険
料
控
除
の
規
定
を
敏
き
生
命
保
険
料
仁
つ
い
て
は
軍
純
に
二
百
回
限
り
控
除
す
ご
し
て
居
る
の
は
物
足
ち

F
ト、

0

7
'

ー'hu

1
2
4
r
部
承
認

l
l
ロ
ツ
シ
ア
ー
は
、
良
き
所
得
枕
は
所
得
に
櫛
む
所
の
保
険
料
と
史
際
の
牧
盆
と
を
混
同
す
る
こ
と
を
挫
け
な
〈
で
は
な

ら
ぬ
砕
い
ム
で
居
り
、
ワ
ン
ダ
ー
ル
も
、

m
同
股
川
什
金
は
租
粧
を
克
ぜ
ら
る
〈
き
も
り
で
あ
る
。
保
険
制
度
に
酔
て
圭
〈
明
な
る
貯
蓄
匂
島
が
存
す

9
 

と
し
て
居
る
。

}
 

2
-
部
承
認

l
l
v
ェ
y
レ
ー
は
保
険
料
金
を
匝
別
し
物
卜
の
其

E
所
得
よ
り
除
〈
べ

4
生
命
保
険
白
其
は
除
〈
べ
か
ら
ず
と
し
て
居
る
。
日

f
、
使
川
財
産
の
物
上
保
険
料
金
仕
、
例
之
、
肉
己
住
舟
の
家
屋
所
有
者
が
其
年
利
用
倒
個
に
つ
き
謀
軸
さ
る
る
と
き
に
仕
、
牧
盆
又
は
所
得
よ

り
佐
時
さ
る
4
き
も
の
で
あ
り
、
樺
利
財
産
自
牧
徒
及
所
得
に
で
も
、
立
に
つ
当
金
際
捕
は
れ
た
る
保
険
料
金
の
所
得
と
し
て
目
不
計
算
出
計
さ

{
控
五
)

れ
な
〈
て
は
一
た
ら
ぬ
。
何
と
な
れ
ば
此
は
費
用
部
、
と
見
る
べ
き
も
白
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
か
ら
牝
盆
白
保
険
料
金
(
例
之
、
窪
田
保
険
)
も
控
除
す

べ
き
費
用
、
と
し
て
認
む
べ
き
も
伯
で
あ
る
。
併
し
人
保
険
料
金
は
、
其
支
帥
人
に
持
所
得
課
枕
に
於
て
、
所
持
同
額
民
っ
き
佐
除
を
許
す
べ
き
も

。

白
.
て
仕
な
い
。
何
と
な
れ
ば
此
は
保
険
所
へ
白
貯
蓄
と
し
て
、
掛
金
者
に
他
日
再
び
師
事
ナ
る
一
も
の
で
あ
る
か
ら
主
(
即
ち
同
一
白
貯
番
と
い
ふ

理
由
か
ら
、
シ
ェ
ア
レ
ー
は
所
得
。
中
に
算
入
し
、
前
記
田
リ
シ

r
I
ル
は
所
得
か
ら
除
外
し
て
居
る
)
。

、tJ二
財
産
の
自
然
減
債
|
|
所
得
を
以
て
純
財
産
増
加
古
す
る
以
上
は
、

一
函
に
現
貨
に
貨
幣
収
入
を
奉
げ
た
ご
し

て
も
、
他
面
、
其
人
の
持
つ
財
産
例
之
、
有
償
設
券
の
如
、
き
に
於
て
其
貨
幣
牧
入
額
以
上
の
減
衡
を
見
た
ご
き
に

Lindal】L Gerechtigkeit !Ier BesteuGrung. S Roscher， a. a. O. 5>. 399. 
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は
、
此
に
所
得
あ
り
ピ
い
ふ
こ
古
は
出
来
的
制
υ

所
得
の
計
算
上
に
は
此
財
産
に
於
け
る
自
然
減
債
を
も
考
慮
し
な

(
て
は
な
ら
れ
出
(
註
穴
)
。
併
し
賓
際
我
閣
法
で
は
、
法
人
の
所
得
に
あ
り
て
は
兎
仁
角
だ
が
、
箇
人
の
所
得
に
つ
い

て
は
此
考
慮
が
怨
さ
れ
な
い
。

(
館
大
)

へ
ツ
ケ
ル
は
、
所
得
計
算
よ
、
交
誼
慣
侃
減
少
が
控
除
に
資
ら
さ
れ
た
〈
で
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
て
居
る
。

三
法
人
よ
り
の
配
嘗
に
閲
す
る
過
大
負
据

A

一
般
に
法
人
よ
り
の
筒
人
に
於
け
る
配
嘗
は
前
年
四
月
一
日
よ
り
其
年
三
月
末
日
に
至
る
期
間
の
牧
入
金
額
・

か
ら
業
十
R
T
四
に
相
嘗
す
る
金
額
を
控
除
L
た
る
金
額
を
所
得
ご
し
て
居
る
(
我
所
得
税
法
第
十
四
僚
)
。
業
結
果

Z
し
て
色
々
の
不
都
合
が
生
宇
る
。

い
第
一
に
は
前
年
に
大
な
配
嘗
が
あ
っ
て
、
今
年
に
は
極
小
な
配
嘗
が
ゐ
っ
た
か
、
叉
は
無
配
嘗
ご
な
っ
た

場
合
に
、
其
無
配
嘗
又
は
小
配
嘗
、
郎
一
す
り
無
又
は
小
所
得
者
に
大
所
得
あ
り
ご
し

τ課
税
す
る
こ
言
、
な
る
。
此

は
此
揮
所
得
金
押
へ
る
の
に
前
年
寅
蹟
主
義
を
採
っ
た
潟
め
に
生
じ
た
も
の
で
己
む
を
得
な
い
さ
い
へ
ば
其
迄
で

あ
る
が
、
巌
正
に
批
判
す
れ
ば
不
都
合
の
こ
ご
で
は
ゐ
る
。

乃
更
に
英
が
恰
か
も
銀
行
か
ら
借
金
し

τ実
株
守
持
っ
て
居
る
場
令
の
如
き
で
あ
れ
ば
、
右
の
無
配
嘗
な
る

株
の
株
主
は
、
無
所
得
仕
る
の
み
で
な
〈
、
銀
行
へ
の
利
子
を
も
耕
は
な
〈
て
な
ら
ぬ
苦
境
に
あ
る
の
に
、
此
に

も
拘
ら
や
前
年
の
賞
枚
に
よ
り
て
大
師
得
者
ご
し
て
の
負
携
を
負
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
こ
正
、
な
る
。
此
亦
一
は

諭

議

所
得
本
般
の
不
明
確

Z
A師
拠
維
に
基
づ
く
弔
公
平
課
粧
の
可
能

t 

士
) 

第
十
九
巻

(
第
一
務

Heckel. a. a. O. S. 379・11) 



論

所
得
本
値
@
不
明
確
又
は
捕
捉
離
に
基
づ
〈
不
金
平
課
税
の
可
能

λ 

議

第
十
九
谷

(第一一揖

F、
) 

前
年
賀
蹟
主
義
の
結
果
ご
し
て
忍
ば
な
(
て
な
ら
ぬ
し
、
又
一
に
は
恰
か
も
此
借
金

ω場
合
あ
る
こ
さ
争
考
慮
し

て
、
十
分
四
控
除
の
恩
典
の
奥
へ
ら
れ
て
居
る
の
で
、
立
(
れ
に
て
忍
ぶ
べ
し
ご
い
ふ
の
か
も
知
れ
な
い
U

で

底

の
鮮
解
は
つ
〈
が
、
併
し
殿
正
に
い
ふ
て
不
都
合
な

ι
芭
は
母
は
れ
な
い
。

は
一
層
不
都
合
な
こ
正
は
、
右
の
如
〈
に
し
て
無
配
食
に
し
て
負
債
岩
た
る
場
合
は
勿
論
の

ι吉
、
促
ム
ザ
其

人
が
負
債
な
〈
、
又
或
度
の
配
嘗
を
受
り
た
ご
し
て
も
、
其
配
賞
よ
h
も
よ
h
J
大
な
度
に
於

τ株
の
元
本
債
値
の

下
落
し
た
E
き
に
は
、
彼
は
差
引
し
て
所
得
は
な
き
誇
で
ゐ
る
o

其
に
も
拘
ら
十
我
図
法
で
は
、
配
嘗
を
受
り
て

居
る

rげ
を
見
て
所
得
ゐ

b
z
L
て
課
税
し
て
居
る
が
某
は
穏
嘗
で
は
な
い
。

B
特
に
産
業
組
合
よ
り
の
臨
営
(
産
業
組
合
貯
金
の
利
子
は
無
我
だ
か
ら
別
古
し
)
は
我
図
訟
で
は
替
利
の
事
業

に
扇
せ
ぎ
る
一
時
の
所
得
ご
は
い
へ
な
か
ら
う
し
、
矢
張
り
一
の
法
人
よ
b
の
配
嘗
ご

L
て
所
得
税
を
課
せ
ら
る

イ

ミ
d

所
得
ご
な
る
が
、
併
L
特
に
購
買
組
合
に
於
け
る
組
合
員
の
購
入
高
に
感
じ
て
の
配
嘗
金
の
如
き
は
、
共
組

A
E貝
た
る
人
の
経
済
か
ら
見
て
其
れ
H
h
り
財
産
償
値
の
増
加
を
生

C
た
E

V
ふ
よ

b
は
、
彼
が
伎
b
に
一
時
組
合

に
渡
し
置
い
た
代
金
の
中
か
ら
、
組
合
の
費
用
を
超
過
し
た
る
の
故
に
彼
に
返
一
尽
き
る
、
も
の
吉
見
た
方
が
嘗
つ
一

て
居
b
、
随
ふ
て
此
れ
だ
げ
は
所
得
正
し
な
い
ー
の
が
む
し
ろ
遺
む
ぺ
き
で
あ
る

2
5
0

英
国
田
一
九

C
E年
の
所
得
暗
委
員
舎
に
て
、
此
日
明
か
に
利
得
で
は
な

f
、
車
に
組
合
員
が
費
用
債
格
を
超
へ
て
其
自
身
白
物
品
目
銘

め
に
掛
っ
た
金
額
白
、
其
組
合
員
へ
の
抵
民
に
温
ぎ
ぬ
と
決
定
し
た
。

{
佐
七
)

Stamp， The fundarnental principIes of taxation. p. 35 12) 



第
二
段

貨
幣
的
牧
入
に
し
て
所
得
さ
錯
す
べ
き
も
の
を

所
得
ご
せ
ざ
る
も
の

一
替
利
事
業
に
一
屈
す
る
一
時
の
所
得

A
商
エ
業
に
附
帯
す
る
一
時
的
の
牧
入
1

i此
は
我
闘
の
法
文
上
か
ら
も
所
得
に
加
算
さ
る
、
誇
.
に
し
、
理
論

上
も
所
得
ご
し
て
然
る
べ
き
ピ
が
、
所
得
計
算
方
法
Z
し
て
前
年
賀
蹟
で
な
く
て
枚
入
珠
算
主
義
を
採
る
が
勉
め

に
、
其
少
〈
ご
も
一
部
の
、
噛
球
想
難
な
も
の
、
を
し
て
盛
業
界
で
は
可
な
り
援
鱒
定
ま
り
な
き
も
の
が
あ
る
か
ら

此
り
如
き
も
の
が
多
か
ら
う
が
、
立
(
は
事
賃
上
、
除
外
3
る
、
外
な
き
こ
ご
、
な
ら
う
。
つ
ま
り
捕
捉
難
の
潟
め

に
逃
が
さ
る
、
こ
ご
、
な
る
。
質
際
上
の
所
得
に

L
て
所
得
ご

Lτ
課
税
古
れ
ゴ
る
も
の
を
生
守
る
o

B
農
業
者
等
の
副
業
Z
し
て
替
む
所
の
養
強
、
養
錦
、
養
家
、
疏
楽
、
岡
塾
、
賃
織
、
被
傭
牧
入
等
ー
ー
は
笹

利
の
事
業
に
属
す
る
所
得
ご
し
て
又
は
少
〈
ご
も
此
に
属
す
る
一
時
の
所
得
ご
し
て
明
か
に
法
文
上
か
ら
し

τも

所
得

t
せ
ら
れ
得
る
も
の
で
ゐ

h
、
理
論
上
に
も
所
得
ご
し
て
然
る
べ
き
も
の

rが
、
併
し
此
れ
亦
、
少
く
ご
も

其
一
部
は
珠
算
難
で
あ
b
、
漏
れ
る
こ
吉
、
な
る
を
免
れ
な
い
。

二
替
利
事
業
に
麗
せ

F
る
一
時
の
所
得

A
偉
業
者
た
ら
ぎ
る
普
通
人
の
偶
々
有
償
謹
券
土
地
主
(
他
の
物
の
責
却
仁
よ
b
て
牧
得
す
る
刺
得
並
に
彼
等
の

所
得
本
植
の
不
明
確
又
は
描
捉
難
民
基
づ
く
不
公
平
課
税
m
可
能
第
十
九
容

論

(
第
二
輯

丸

丸
) 

叢
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論

護

所
得
本
慢
の
不
明
確
又
且
冊
拠
難
に
基
づ
く
不
公
平
課
税
の
可
拍

第
十
九
巻

牧
得
す
る
富
札
及
投
機
利
得
|
|
此
は
理
論
上
は
共
人
に
ご
り
て
の
純
財
産
増
加
さ
し
て
所
得
ご
せ
ら
る
べ
き
も

(
第
一
一
瞬

O 
) 

O 

の
で
あ
り
室
入
)
、
貰
却
利
得
4
し
で
は
恐
ら
く
は
前
仁
政
得
し
た
債
格
己
責
却
債
格
芭
の
差
増
額
を
計
算
す
べ
き

で
あ
る
。
併
し
英
時
ま
で
の
所
得
計
算
上
、
既
に
年
#
の
所
得
中
に
、
財
産
の
自
然
増
慣
が
凡
イ
て
所
得
己
し
て

計
算
し
あ
れ
ば
、
凡
4

て
の
差
増
額
営
此
際
計
算
す
4

き
で
な
く
、
車
に
前
年
度
末
の
時
償
正
現
在
の
寛
却
債
格

芭
の
差
帯
額
山
み
を
所
得
正
す
事
へ
き
で
ゐ
る
。
同
よ
り
又
此
が
所
得
計
算
を
行
ふ
以
上
は
、
反
動
に
、
損
し
て
貢

つ
允
場
合
に
、
業
差
減
額
の
控
除
を
許
き
な
〈

τは
な
ら
ぬ
(
註
九
)
O

兎
に
角
此
磁
の
所
得
を
も
所
得
ご
す
る
こ
己

は
、
阪
に
明
か
に
濁
逸
の
新
法
の
認
む
る
所
だ
が
(
註
一
O
)
、
併
し
英
国
な
H

と
で
は
之
を
所
得
ご
せ
す
、
日
本
法
に

て
も
同
様
、
管
利
の
事
業
に
麗
せ
ざ
る
一
時
の
所
得
ご
し
て
課
税
外
に
置
〈
も
の
ご
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
け
れ

グ
』
も
某
は
理
論
上
は
嘗
を
得
嗣
ご
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
尤
も
之
を
課
税
す
る
芭
し
て
も
珠
算
股
入
主
義
で
は
、
可

な
h
多
〈
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。

き
う
h
r

ご
い
ふ

τ前
年
賀
蹟
主
義
で
行
け
ば
漏
れ
な
ぐ
押
へ
ら
れ
る
や
う
で
も

あ
畠
り
れ
Y
」
も
、
今
度
は
現
在
年
に
無
所
得
で
困
っ
て
居
る
ご
き
に
前
年
の
分
に
つ
き
納
税
し
な
〈
て
な
ら
ぬ
芭

い
よ
困
難
が
ゐ
る
。

尤
も
反
封
の
考
は
あ
る
。
例
之
、
リ
ン
グ

1
ル
は
、
常
札
利
得
、
永
き
時
筒
人
の
則
有
に
あ
り
た
る
財
産
自
演
却
利
得
。
如
き
、

収
得
は
、
最
多
〈
貯
蓄
さ
る
べ
き
も
由

-t、
随
ふ
て
唯
だ
其
一
部
の
み
が
所
得
と
見
ら
る
べ
き
も
の

f
あ
る
と
い
ん
。

図
的

(
註
八
)

(
註
九
)
恰
か
も
プ
レ
メ
ン
で
は
‘
投
機
利
得
の
納
精
義
務
忙
臆
ビ
て
、
元
本
損
失
が
控
除
せ
ら
る
る
&
い
ふ
と
止
ど
あ
る
。

(陸

-
O
)

調
品
唱
法
に
て
は
、
一
間
的
及
一
時
的
行
待
よ
り
及
奇
箇
D
投
揖
行
怨
よ
り
の
牧
入
を
明
か
に
課
税
ず
べ
き
厨
得
に
入
札
て
居
る
。

47. Conrad， Fw. 9 Aufl. S. 15 
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B
職
業
的
専
門
的
著
作
家
た
ら
F
る
人
が
偶
々
著
は
す
所
の
書
物
の
原
稿
料
、
職
業
的
講
演
者
た
ら

F
る
人
の

偶
々
行
ふ
講
演
の
講
演
料
|
|
の
如
き
は
理
論
上
は
矢
張
り
一
の
純
財
産
増
加
古
な
る
も
の
ご
し
て
所
得
正
し
て

め

良
い
の
で
あ
る
が
(
詰
ご
)
、
叉
獅
治
法
仁
て
は
所
得
吉
見
る
こ
正
、
な
っ
た
が
、
併
L
我
闘
法
で
は
笹
利
の
事
業

に
麗
せ
ゴ
る
一
時
の
所
得
ご
し

τ課
税
す
イ
か
ら
ぎ
る
も
の
ご
解
す
イ
き
で
あ
る
。

(
詫
-
-
)

ヨ
ン
ラ

l
y
は
、
皐
者
が
著
書
目
鴻
め
に
政
得
す
る
報
酬
は
、
値
令
此
が
永
観
的
根
源
よ
り
生
じ
な
い
t

と
は
い
へ
、
被
白
所
得
に
路
す

る
と
い
ふ
て
居
る
。

C
相
繭
財
産
、
贈
興
財
産
、
妹
資
l
|
等
は
理
論
上
に
は
牧
得
者
に
於
け
る
一
の
所
得
た
り
得
る
量
二
一
)
O

け

れ
刊
と
も
我
図
法
に
て
は
煩
か
ら
此
の
如
き
も
の
を
所
得
芭
は
見
臥
趣
旨
で
あ
ら
う
L
、
之
を
一
の
所
得
正
し
た
芭

し
て
も
、
少
〈
ぜ
も
砦
利
の
事
業
に
属
せ
よ
る
一
時
の
所
得
ご
し
て
不
課
税
所
得
さ
怨
し
得
る
。
相
続
贈
奥
に
は

相
績
税
の
か
、
る
可
能
が
あ
る
か
ら
、
ま
ロ
所
得
税
を
課
税
し
な
い
で
も
大
し
て
不
都
合
で
は
な
V
が
、
嫁
資
、

而
か
も
可
な
り
大
な
嫁
資
が
無
枕
で
は
蛍
を
得
ぬ
。
尤
も
此
等
は
濁
逸
な
ど
で
も
所
得
税
を
課
せ
mH
こ
Z
に
し
て

m
 

居
る
。

(
陸
士
一
)
尤
も
反
劃
誌
は
あ
る
。
例
之
、
ク
ラ
官
ウ
位
、
帽
物
、
遺
贈
は
朗
何
百
る
形
に
て
も
所
得
と
は
考
へ
ら
れ
ず

L
て
挽
(
所
得
枕
)
に
従
は

f
と
い
ひ
、
フ
オ
ツ
ケ
は
、
受
贈
者
は
彼
自
岡
有
田
所
得
を
有
た
向
。
随
ふ
C

租
枯
義
務
な
し
と
錯
し
、
リ

ν
グ

l
ル
吐
、
一
図
的
性
質
白
肱

得
、
相
続
、
非
同
期
向
性
質
の
贈
物
事
は
、
最
多
〈
貯
蓄
せ
ら
る
べ
き
も
D
eて
、
随
ふ
て
唯
其
一
部
白
与
が
租
税
義
務
あ
る
所
得
と
見
る
べ
き
も

の
で
あ
る
と
い
ム
て
居
る
叫

論

議

一
) 

第

蹴

所
得
本
慌
の
不
明
礁
又
は
捕
拠
齢
ι
基
7
、
不
公
平
課
税
@
可
能

第
十
九
巷
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音量

叢

所
得
本
般
の
不
明
確
又
は
捕
捉
雄
巳
基
づ
，
、
不
公
平
課
税
の
可
能

第
十
九
桂

(
第
一
一
瞬

) 

ゆ
保
険
金
の
牧
得
|
|
も
理
論
上
所
得
に
計
算
L
て
然
る
べ
き
も
の
ご
思
ふ
富
士
ニ
)
。
特
に
保
険
料
金
を
所
得

中
か
ら
接
除
す
る
主
義
を
採
る
な
ら
ば
、
他
日
保
険
金
を
牧
得
す
る
古
与
に
は
之
を
所
得
に
算
入
す
る
の
が
通
嘗

で
あ
る
o

尤
も
物
の
保
険
に
あ
っ
℃
は
一
方
に
保
険
金
の
牧
得
あ
る
だ
け
、
某
以
上
の
財
産
上
の
損
害
が
他
方
に

あ
ら
う
か
ら
・
差
引
し
て
課
税
す
イ
き
も
の
が
時
四
ら
叫
-
』
ご
で
あ
ら
う
が
、
生
命
保
険
に
て
は
斯
の
如
き
計
算
す

e

へ
き
損
害
慣
値
な
き
故
、
共
曲
胞
に
保
険
金
口
け
の
純
財
産
増
加
を
生
中
古
見
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
こ
吉
、
な
る
。
併

し
此
も
我
図
法
で
は
答
利
事
業
に
一
廓
せ

F
る
一
時
の
所
得
ご
し
て
所
得
税
を
課
せ
ら
れ
な
い
こ
吉
、
な
る
。
普
等

に
て
も
脅
し
く
此
が
兎
殺
害
れ
て
居
る
哨

J

問

(
陸
-
-
-
一
)
川
い
シ
品
フ
レ
]
位
、
保
険
所
得
が
所
得
に
入
れ
ら
る
る
と
い
ふ
て
居
る
が

日
い
他
の
皐
者
位
其
一
部
の
み
が
所
符
だ
と
し
て
居
る
o
例
之
、
リ
シ
グ

1
ル
は
、
支
抑
は
れ
た
る
保
険
金
自
如
き
一
回
的
性
質
白
牧
得
は
最
多
〈

貯
蓄
さ
る
ペ
き
も
の
で
、
随
っ
て
其
一
部
の
み
が
所
得
と
見
る
ヰ
き
も
の
だ
と
い
ひ
、
ク
ヲ
前
ウ
は
、
掛
金
白
返
却
を
成
す
も
白
と
し
て
星
誕
ら

れ
た
保
険
金
額
の
み
が
禿
本
の
遅
却
で
あ
っ
て
、
其
掛
金
抵
却
を
超
へ
た
も
の
に
至
て
は
首
然
、
儲
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
所
得
た
り
得
る
と
い

同

ふ
て
居
る
。

三
旅
費
等

1
i
z
し
て
支
給
を
受
り
た
る
も
の
、
中
、
質
際
に
費
ひ
剰
し
た
も
の
、
如
き
は
、
理
論
上
は
所
得
ご

し
て
課
税
す
明
へ
き
も
の
で
は
あ
る
が
(
註
一
四
)
、
我
闘
の
法
文
上
は
凡
ぺ
て
所
得
か
ら
除
か
れ
て
居
る
o

此
に
も
所

得
税
を
課
す
ペ
き
も
の
に
し
て
漏
れ
る
も
の
、
生
守
る
俄
地
が
あ
る
。

尤
も
此
の
如
き
も
の
を
課
す
る
古
し
て

も
、
之
を
捕
捉
す
る
こ
ご
は
質
際
大
っ
か
し
い
こ
ご
で
は
あ
る
u

Lotz， a. a. 0町 S.423・
Schaffie， a. a. O. S. 163. 
Lindahl， a. a. O. S. 218. Clabaugh， 1. c. p. 10. 
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ホ
ル
ム
ス
は
、
或
人
が
旋
費
又
は
他
自
費
用
と
し
て
一
定
白
支
給
を
受
け
、
其
受
取
っ
た
翻
よ

P
も
少
〈
費
ワ
た
と
き
に
は
、
超
過
額

の

は
所
得
と
し
て
瑞
執
は
る
べ
き
も
由
だ
と
い
」
て
居
る
勾

『
註
-
回
)

第
三
段

賞
幣
外
の
収
入
に
し
て
所
得
ミ
潟
す
べ
き
も
の

新
〈
貨
幣
的
枚
入
に
も
所
得
ご
す
べ
き
も
の
が
所
得
正
せ
ら
れ
な
か
っ
た

h
、
所
得
ご
す
ぺ
か
ら
、
ざ
る
も
り
が

所
得
ご
せ
ら
れ
た
り
し
て
居
る
鋳
め
に
、
不
都
合
を
来
た
す
こ
吉
、
な
る
が
、
夏
ら
に
貨
幣
的
般
入
た
ら
ゲ
る
牧

入
で
あ
る
が
潟
め
に
見
逃
が
さ
れ
て
居
る
け
れ

E
も
、
主
(
を
所
得
に
算
入
し
て
課
税
す
る
の
至
嘗
な
る
も
の
が
可

な
b
深
山
に
ゐ
る
さ
い
ふ
-
』
古
は
興
味
ゐ
る
-
』

Z
で
あ
る
。

、，J
m

m

一
現
物
股
入

A
白
ら
生
産
す
る
現
物

い
農
業
者
等
が
主
産
物
以
外
の
副
業
品
又
は
副
産
物
に
し
て
自
家
用
に
供
す
る
も
の

l
l我
現
行
法
の
下
に

て
も
、
農
業
者
の
田
畑
の
主
産
物
は
仮
令
自
家
用
の
も
の
に
で
も
所
得
に
計
算
せ
ら
る
、
が
、
併
し
副
産
物
刷
業

品
に
し
て
自
家
用
ご
な
る
も
の
ま
で
も
之
に
計
算
す
る
や
否
や
、
恐
ら
〈
質
際
某
れ
ま
で
も
精
密
に
は
計
算
さ
れ

な
い
さ
思
ふ
。

け
れ
ど
も
理
論
上
厳
正
に
い
へ
ば
、

箕
島
す
も
凡
べ
て
所
得
に
計
算
す
ぺ
害
警
の
も
の
で
は
あ
る

(
註
一
さ
。
此
等
は
主
ご
し

τ
は
兎
税
貼
以
下
に
属
す
イ
き
小
農
民
に
闘
す
る
か
ら
無
税
L
て
も
可
な
る
が
如
〈
仁

論

所
持
河
本
檀
句
不
明
確
又

u捕
捉
雌
に
基
づ
，
、
不
公
平
課
積
の
可
能

第
T
九
巻

議

(
第
一
嘘

一
) 

品

Holmes， Federal income tax. p. 222 

拙著、租枕研究、三巻、 199・ Fuisting， Grundzuge der Steuerlehre. S 
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論

議

四

所
得
本
瞳
の
不
明
硫
又
は
捕
拠
離
に
基
づ
く
不
公
平
韻
結
砂
可
能

(
第
一
一
揖

四
) 

第
十
九
巻

も
考
へ
ら
る
、
け
れ
ど
も
富
二
ハ
)
、
併
し
之
を
初
め
か
ら
閑
却
し
て
は
正
賞
な
る
所
得
が
分
ら
宇
、
見
税
結
以
上

百
以
下
正
の
匝
別
も
出
来
な
い
こ
ま
、
な
る
。
向
之
を
所
得
己
す
る
ご
し
て
其
債
を
生
産
費
僚
に
依
る
か
、
寅
却

す
る
ご
し
て
の
市
慣
に
依
る
か
hv

夏
に
問
題
己
な
る
が
、
其
は
後
者
に
依
る
の
が
祖
税
問
題
に
て
は
他
Z
の
均
衡

上
正
蛍
で
あ
る
喜
一
主
。

(註

--a)
リ
ン
グ
!
ル
は
、
農
業
者
の
農
林
産
物
と
共
副
業
品
と
り
自
家
内
に
て
消
費
さ
る
る
も
の
討
課
税
主
れ
な
〈
て
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
か
官

と
怨
し
、
ヘ
ツ
ケ
ル
弘
、
家
庭
内
に
て
消
費
せ
ら
る
る
自
己
白
農
工
業
的
生
涯
白
産
物
白
慣
値
が
明
か
に
課
枕
義
務
あ
る
所
得
白
成
分
と
せ
ら
る

と
い
ひ
、
ア
イ
ス
チ
シ
グ
も
、
農
業
者
白
産
出
す
る
物
は
、
自
家
用
主
既
斑
用
と
世
間
は
ず
、
凡
べ
て
所
得
だ
と
活

L
、
。
へ
ラ
フ
エ
ル
デ
ス
も
、

到
る
慮
に
、
生
産
者
か
ら
生
産
せ

ιれ
て
彼
及
其
家
族
か
ら
消
費
さ
る
る
物
が
所
得
に
算
入
せ
ら
る
る
。
之
と
品
る
例
を
採
る
白
は
バ
l
ぜ
ル
ラ

ン
「
冒
と
北
米
と
だ
け
だ
と
い
ふ
て
周
り
、
プ
レ
l
y
も
、
地
方
自
慣
習
に
よ
り
週
冊
買
却
せ
ら
る
る
殺
類
り
良
産
物
は
、
此
Mm
貰
却
せ
ら
れ

f
し

て
共
農
夫
及
其
家
族
に
よ
り
て
使
用
せ

ιれ
消
費
せ
ら
る
る
と
き
に
で
も
底
々
所
得
止
考
へ
ら
る
る
と
鑓

L
、
ロ
ツ
ツ
も
、
車
内
に
て
消
費
せ
ら

る
る
自
家
産
農
産
物
の
債
格
位
所
得
と
見
ら
る
る
。
但

L
n
イ
ス
品
ル
テ
レ
リ

=
a
ー
で
は
、
一
九
一
一
年
ま
で
は
之
に
所
得
柑
を
免
じ
た
と
い

ふ
て
居
る
。

1
1米
閣
に
於
け
る
特
例
に
つ
い
て
は
、
ク
一
ヲ
ポ
ウ
は
、
農
民
は
其
家
庭
内
又
は
共
他
に
て
彼
自
身
及
其
家
族
自
符
め
に
梢
捜
す
べ

〉

曹
農
産
物
白
伺
値
を
其
所
得
に
合
め
る
を
要
し
な
い
と
い
ム
て
居
品
。

(
陸
=
ハ
)

品
1
4
ル
ヒ
は
、
自
己
目
財
岸
利
用
及
勢
働
給
付
の
産
物
を
自
然
自
僅
に
て
自
ら
消
費
す
る
も
白
白
漏
る
る
と
と
の
融
制
は
、
此
が
主

〉

と
L

て
下
拙
者
、
小
農
民
審
判
者
に
閥

L
、
重

f
且
る
に
は
及
ば
由
と
い

ιて
居
る
岨

リ
ン
グ

1
ル
に
依
る
。

(
陸
-
セ
)

ろ
商
工
業
者
の
鋒
業
上
の
物
慢
に
し
て
自
家
用
に
供
し
た
る
も
の
ー
ー
も
理
論
上
は
前
者
己
同
様
に
所
得
に

Lindahl， a. a. O. S. 223・IIeckel， η il.. O. S. 379・Fuisting，.a. a. O. 
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Eheberg， Fw. 18 & 19 Aufl. S. 300. 
Lind乱hl， <1. <1町 O.S. 224 
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算
入
す
べ
き
も
の
で
あ
る
詮
一
三
o
併
し
芙
は
賓
際
に
は
大
し
た
も
の
で
は
な
く
、
随
ふ
て
事
賞
計
算
外
に
置
が

る
、
こ
ご
が
多
い
で
あ
ら
う
o

或
は
此
場
合
は
寧
に
所
得
者
に
於
け
る
支
出
節
約
ご
な
る
に
止
ま
b
、
所
得
正
見

る
d

か
ら
宇
Z
ν
ふ
論
者
も
あ
る
が
(
註
一
九
)
、
此
丈
け
を
特
別
に
扱
ふ
の
は
、
前
の
農
業
者
ご
の
問
に
槌
衡
を
得

mH
ぜ
い
は
な
〈

τは
な
ら
旧
制
。
或
は
又
応
に
あ
る
商
品
を
凡
、
へ
て
自
ら
消
費
し
諜
し
た
も

ωを
所
得
ゐ
り
ご
し
て

課
税
す
る
の
は
奇
で
あ
る
な
ど
い
ふ
こ
ご
か
ら
否
定
す
る
人
も
ゐ
る
が
(
詰
二
O
)
、
其
は
極
端
の
こ
さ
で
あ
っ

τ、

其
あ
る
が
故
に
多
数
の
場
合
ま
で
も
否
定
す
る
に
は
足
ら
ぬ
。
又
此
板
摘
の
場
合
に
も
其
が
計
算
せ
ら
れ
て
免
税

結
以
上
に
達
す
る
以
上
は
課
税
し
て
差
支
な
い
。

り
シ
グ
I
ル
は
、
商
工
業
者
百
自
ら
車
産
し
又
は
販
賀
す
る
物
を
白
ら
の
家
庭
に
て
消
費
ナ
る
自
然
的
所
得
が
課
祇
き
れ
な
〈
て
な
ら

ぬ
こ
と
は
明
か
だ
と
鎚
L
、
ロ
ツ
ツ
も
、
週
例
・
白
産
工
業
品
に
し
て
自
家
に
て
前
提
き
る
る
物
の
倒
値
も
所
持
と
せ
ら
る
と
い
ん
で
居
る
剛

(
桂
-
九
)
ア
イ
ス
デ
シ
グ
は
、
替
業
者
に
於
け
る
替
業
品
の
消
費
は
、
農
業
者
白
自
己
消
授
の
場
合
主
異
り
、
草
に
其
支
凹
り
節
約
に
止
ま
る
。

所
得
と
い
「
ば
支
血
の
節
約
て
な

f
て
耽
の
増
加
て
な
け
ホ
ば
な
ら
ぬ
。
だ
か
ら
此
仕
収
益
で
も
所
得
で
も
な
い
。
農
業
で
は
自
己
用
の
物
を
産

問
す
る
こ
と
も
初
め
か
ら
彼
自
目
的
だ
が
、
持
業
て
は
自
己
皆
業
品
目
白
己
消
費
は
共
目
的
て
な
(
、
全
〈
偶
然
に
し
て
則
的
で
あ
る
o
自
己
用

品
目
調
達
に
向
っ
た
行
婚
は
管
業
に
屈
し
な
い
。
之
か
ら
し
て
替
業
的
牧
貨
は
生
ザ
由
。
車
に
支
出
の
節
約
を
錯
す
が
、
牧
詩
文
目
所
得
は
生
ぜ

(陸

-
A
)

向
。
其
は
恰
も
家
一
世
て
衣
服
を
調
製
す
る
乙
と
に
よ
り
、
入
用
品
白
大
品
也
氏
入
れ
に
よ
り
、
泊
朝
叫
組
合
に
よ
り
て
費
用
を
節
す
る
と
興
る
所
は
な

い
と
い
ふ
て
府
る
。

(
院
二

O
)

ク
ヲ
イ
シ
ウ
エ
ヒ
タ

1
位
、
此
場
合
に
は
、
場
骨
に
よ
り
蝿
捕
に
行
〈
と
静
な
結
果
に
な
る
。
戎
酒
尾
白
主
人
部
大
酒
飲
み
で
、
自
分

の
府
の
酒
E
告
な
白
骨
で
飲
食
し
た
'
と
き
に
、
其
れ
だ
け
多
一
〈
の
所
得
肝
彼
に
あ
っ
た
・
と
し
て
課
精
ず
る
と
と
仕
事
貸
出
取
な
い
こ
と
と
在
る
と

論

叢

五

所
得
本
瞳
の
不
明
暗
又
陪
摘
捉
献
巳
基
づ
《
平
会
平
課
粧
の
可
能

第
十
九
巻

(弟一一瞬

一一主)

Lindahl， a. a. O. S目 223. Lotz， a. a. O. S・ 4~3

Fui::.ting. a. <l. O. S. 113戸 II4.
30) 

31) 



議
所
得
本
睡
の
不
明
確
又
は
捕
拠
難
に
基
プ
、
不
公
平
課
税
め
可
槌

わ

い
」
て
居
る
町

は
普
通
人
の
庭
問
屋
敷
内
に
出
来
た
疏
菜
草
花
果
物
哨
偶
々
得
た
る
漁
獲
物
、
数
獲
物
、
ー
ー
な
ど
も
、
貰

却
し
て
貨
幣
収
入
古
な
れ
ば
第
二
段
の
こ
の
A
ぜ
し
し
て
蛍
然
所
得
己
な
る
が
、
此
を
車
に
自
家
用
ご
し
た
る
ご
き

に
も
亦
、
理
論
上
は
所
得
ご
し
て
算
入
す
べ
き
も
の
で
あ
る
喜
一
一
一
)
O

併
し
其
等
は
通
例
あ
ま
り
小
い
も
の
で
ち

論

第
十
九
巻

". ，、

(
第
一
一
揖

-
六
}

あ
L

リ
所
得
計
算
上
に
は
漏
れ
て
居
る
。
特
に
其
或
も
の
は
珠
算
す
る
こ
ご
も
出
来
な
い
。

尤
も
反
封
誼
も
あ
る
o
例
之
、
プ
レ

1
シ
は
、
此
位
決
し
て
所
得
に
計
算
せ
、
b
れ
ず
と
い
ふ
て
居
る
時

(
註
ニ
-
}

B
他
人
よ
h
供
せ
ら
る
、
現
物

い
無
料
又
は
低
料
に
よ
る
食
事
、
衣
服
等
の
給
奥

1
i此
は
勢
働
者
使
用
人
に
謝
仁
て
多
〈
起
る
こ
ご
で
あ

h
、
役
人
に
て
も
警
察
官
の
如
き
に
は
起
る
o

此
等
は
無
料
支
給
の
ご
き
は
金
額
に
於
て
、
低
料
支
給
の
ご
き
に

は
不
足
額
仁
於
て
、
貨
幣
債
低
仁
見
積
h
て
所
得
に
温
加
す
べ
き
も
の
で
あ
る
(
註
ニ
ニ
)
O

濁
逸
法
で
は
明
か
に
之

明

を
も
所
得
に
加
へ
る
こ
Z
、
な
っ
て
居
る
が
、
英
闘
で
は
見
逃
し
て
居
h
、
我
闘
で
も
見
逃
し
て
居
る
。
併
し
其

で
は
之
を
受
り
な
い
貨
幣
牧
入
の
み
を
有
つ
者
芭
の
聞
に
不
R

公
平
Z
な
ら

F
る
を
待
な
い
。

(
註
ニ
ニ
)
ホ
ル
ム
ス
は
、
食
事
が
現
金
の
代
り
に
受
ら
る
る
島
に
は
、
井
憤
植
が
、
レ
シ
ト
又
は
俸
給
に
骨
め
ら
れ
な
〈
て
は
な
ら
凪
と
い
ひ
、

-
へ
ラ
フ
エ
ル
デ
ス
は
、
第
三
者
よ
り
供
奥
せ
ら
る
る
無
償
白
給
川
も
所
得
に
算
入
せ
ら
る
。
例
之
、
貨
物
、
住
居
、
官
服
の
如
し
と
い
ふ
て
居

，
、
リ

h
r
i
ル
は
、
無
料
食
事
、
勤
務
服
な

r位
原
則
上
、
課
稔
さ
る
べ
き
所
得
と
な
ら
な
〈
で
は
な
ら
ぬ
と
縄

L
、
フ
イ
ス
ナ
シ
グ
も
同
且

で
あ
る
。

Lindahl， a. a. O. 

Kleinwachter， a. a. O. S. 184 
Kleinwachter， a. a. O. S. 183. 
Plehn， 1. c. p 包25
Zimmermann-， a れ o.s. 48. 
Stamp， 1. c. p. 33 
Holnies， 1. C.-p.-222. Bel<'l._Fold田， a. a. O. S. 370 
S. 224. Fuisting， a. a. O. S. 112 
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軌
『

ろ
贈
物
、
饗
慮
、
茶
菓
|
|
の
如
き
も
精
密
に
い
へ
ば
所
得
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
事
賞
此
の
如
き
も
の
、
計

算
は
不
可
能
事
ど
し
て
関
却
す
る
外
な
い
。
猫
逸
法
で
も
此
は
除
外
し
て
居
る
ご
の
事
で
あ

b
、
我
図
法
で
も
凪
百

利
の
事
業
に
嵐
せ
ぎ
る
一
時
の
所
得
ご
し
て
常
然
除
か
る
、
で
あ
ら
う
。
が
或
慮
の
役
人
の
や
う
に
俸
給
よ
り
も

頂
戴
物
の
多
い
者
に
於
て
此
が
除
外
さ
る
、
己
い
ふ
の
で
は
柳
炉
会
卒
に
は
反
す
る
o

は
買
物
芭
質
物
ご
の
交
換
に
於
げ
る
差
増
債
に
嘗
る
4

き
質
物
枚
入

1
i此
交
換
に
於
て
賞
事
者
か
ら
見
れ

ば
或
利
得
を
得
た
さ
考
へ
て
行
ふ
の
が
通
例
で
あ
ら
う
か
ら
、
精
密
に
い
へ
ば
此
に
て
も
其
奥
へ
た
物
の
原
慎
叉

は
前
年
度
の
課
税
に
際
L
て
評
定
し
た
痕
格
己
、
受
〈
る
物
の
時
慣
ご
の
差
増
額
を
所
得
ご
し
て
計
算
す
守
へ
き
も

の
で
あ
る
註
三
一
)
O

併
し
事
寅
ご

L
て
は
此
計
算
は
肉
難
で
あ
り
叉
商
倒
で
も
あ
り
、
隠
っ
て
漏
れ
る
こ
さ
、
な

ら
う
し
、
我
図
法
Z
し
て
は
管
利
の
事
業
に
属
せ

F
る
一
時
の
所
得
Z

L
て
所
得
税
を
課
す
る
所
得
か
ら
除
外
せ

ら
る
、
こ
吉
、
も
な
る
。
随
つ

τは
精
密
に
い
ふ
て
不
公
卒
た
る
を
免
れ
な
V
。

一
グ
ラ
町
ウ
は
、
串
直
に
い
へ
ば
、
交
換
よ
り
の
所
得
決
定
白
基
礎
は
、
摂
さ
れ
た
る
財
産
自
原
慣
と
、
符
ら
れ
た
る
尉
庄
の
公
平
な
る

巾
債
と
目
差
に
於
て
成
立
ナ
ル
』
い
ふ
て
居
る
叫

{
睦
ニ
-
Z
}

尤
も
反
謝
読
者
は
ホ
ル
ム
ス
で
、
彼
は
、
若
も
一
財
産
出
他
白
財
産
と
突
換
せ
ら
る
る
と
き
に
は
(
一
定
し
た
る
又
は
確
定
す
べ
き
貨
幣
債
償
を

有
た
な
い

T
1且
つ
交
換
が
貨
融
市
償
値
目
土
窪
田
ょ
に
活
き
れ
な
い
と
き
に
は
、
課
耽
す
べ
き
所
得
は
比
取
引
か
ら
し
て
は
生
じ
な
い
と
い
ふ
叫

に
往
b

に
し
て
使
用
人
に
典
へ
ら
る
、
事
業
の
株

l
l此
の
如
き
も
の
も
恐
ら
〈
質
際
に
は
所
得
Z
し
て
見

論

議

既
得
本
櫨
の
不
明
確
又
は
捕
捉
難
ロ
基
4
生
不
時
平
課
桔
の
可
能

(
第
一
線

七

七
) 

第
十
九
巻

S. 183 

S. 48 

Kleinwachter， a. a. 0 

Zimmermenn， a. a. 0 
Clabaugh. 1. c. p. 24 
Holmes， 1. c. p. 211. 
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論

所
得
本
世
の
不
明
確
克
也
捕
捉
践
に
慕
イ
〈
不
A
E

平
課
税
の
可
能

λ 

(
第
一
一
瞬

ノ丸
) 

第
十
九
巻

議

逃
が
さ
れ
て
居
る

Z
思
ふ
が
、
此
は
貨
幣
に
て
奥
へ
ら
る
べ
き
給
料
の
一
部
の
形
を
譲
へ
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
か

ら
、
本
来
所
得
に

Z
Lな
〈
て
は
な
ら
同
(
註
ニ
凹
)
O

( 

註
居-

t明車

ク
ラ
ポ
ウ
は
、
使
用
人
の
給
料
白
一
部
が
粒
白
雇
主
の
仲
間
の
株
に
て
捌
は
る
る
と
き
に
、
此
が
共
報
酬
。
一
部
を
構
成
す
と
い
ふ
て

C
或
財
産
の
援
形

E
L
て
得
ら
る
、
現
物
1
i某
は
曾
枇
が
積
立
金
の
一
部
を
割
い
て
増
株
b
z
行

υた
る
矯
め

に
株
主
の
受
く
る
所
の
新
し
き
株
の
如
き
で
め
る
。

此
株
は
一
の
配
蛍
ご
も

ν
ふ
べ
〈
所
得
ご
し
て
可
で
あ
る

が
、
唯
日
仏
、

其
は
産
自
株
の
腐
格
中
に
潜
在
し
て
居
た
も
の
に
過
ぎ

m
H
E
も
い
l

ひ
得
る
か
色
、
沓
株
の
前
の
市
慣
に

制
到
し
、
奮
株
の
新
市
贋
並
に
之
に
配
骨
聞
き
れ
た
新
株

ω市
債
の
合
計
の
差
堆
腐
り
み
が
所
得
ご
し
て
計
算
せ
ら
る

ぺ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
併
し
賞
際
に
は
此
等
は
見
逃
が
さ
れ

τ居
る

ωで
あ
ら
う
(
註
三
且
)
。

ホ
ル
ム
ス
は
、
米
間
法
白
解
稗
と
し
て
令
枇
白
株
由
法
行
に
上
っ
て
泊
さ
れ
た
る
支
捌
出
、
現
金
に
於
け
る
支
捌
に
同
等
な
も
の
だ
と

い
ふ
と
と
が
、
或
場
合
に
主
張
せ

ιれ
た
。
け
れ

E
も
此
勘
由
却
幣
は
ま
だ
良
〈
定
ま
っ
て
居
ら
ぬ
と
い
ふ
て
居
る
吋

、l
J

U

二
財
物
利
用
ー
ー
も
岡
よ
り
理
論
上
所
得
Z
す
e
へ
き
で
は
あ
る
が
、
主
(
捕
捉
は
前
の
現
物
牧
入
よ
り
も
一
層
肉
難

f

、 (
性
二
五
)

で
あ
っ
て
、
多
〈
は
所
得
税
以
外
の
税
に
て
課
税
せ
ら
れ
て
居
る
所
で
あ
る
註
三
C
o

ジ
エ
ア
レ
ー
は
、
使
用
財
産
の
利
明
も
所
得
に
屈
す
る
。
此
出
直
接
に
特
に
所
得
税
に
て
は
捕
捉
し
雛
い
。
此
利
用
山
一
部
ゆ
み
が
所

得
税
に
詮
叶
し
め
る
。
そ
し
て
他
の
も
の
は
補
完
財
産
税
、
相
績
班
、
使
用
及
者
修
枕
に
よ
り
て
抑
制
批
せ
ら
る
る
を
得
と
い
ふ
て
居
る
。

)
 

A
佳
屋
利
用

(
 

(
註
ニ
穴
)

Clabaugh. 1. c. p. II. 

Holmes， 1. c. p. 212. 

捌着、租枕研究、三笹、 202.

Schaffle. a. a. O. S. 157. 
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、，Jι自
有
住
居
の
利
用
|
|
成
人
が
自
分
の
家
を
他
人
に
貸
し
て
家
貨
を
取
れ
ば
所
得
正
な
る
が
、
自
ら
之
に

住
め
は
我
闘
法
で
は
芸
家
賃
に
嘗
る
も
の
を
所
得
に
計
上
す
る
に
及
ば
ぬ
。
立
(
は
太
だ
不
都
A
U
又
不
公
平
正
な
る

か
ら
、
此
に
無
形
所
得
あ
h
z
し
て
課
税
し
な
く

τは
な
ら
ぬ
刷
千
闘
の
俸
給
を
得
て
二
百
園
の
年
家
賃
の
自
有

家
屋
に
住
っ
て
居
る
人
は
、
千
二
百
周
の
俸
給
を
得
て
二
百
困
の
年
家
賃
の
借
家
に
住
う
人
Z
略
ぽ
同
等
さ
せ
ら

れ
な
〈
て
は
な
ら
見
。

そ
し
て
此
家
賃
を
所
得
芭
す
る
こ

Z
は
英
網
普
換
等
の
一
般
に
認
む
る
所
で
あ
る
(
註
二

七
百
但
し
所
得
に
計
算
す
ぺ
き
も
の
ご
し
て
は
共
か
ら

L
て
其
家
尿
の
使
用
に
よ
り
て
家
屋
宿
値
の
減
少
す
る
度

合

rり
を
控
除
す
る
を
至
営
正
す
る
。
尤
も
建
物
の
師
団
値
は
減
少
し
っ
、
あ
っ
て
も
、
土
地
の
償
値
の
増
加
が
其

以
上
の
場
合
に
は
之
全
考
慮
す
る
仁
及
ば
ぬ
で
あ
ら
う
(
吉
一
八
)
O

(
註
ニ
七
)

ロ
ツ
ツ
は
、
自
有
家
屋
に
於
け
る
住
居
利
用
回
慣
値
が
誼
例
、
所
得
と
且
ら
る
る
と
い
り
、
ペ
ラ
フ
エ
ル
」
ア
ス
口
、
到
る
庭
に
、
白
有

家
屋
に
於
け
る
住
居
が
所
得
に
算
入
せ
ら
る
る
。
之
が
例
外
は
メ
ク
レ
シ
プ
ル
ヒ
だ
と
い
ふ
て
肘
り
、
.
ノ
レ
I
Y
-
K
或
悶
々
で
は
之
を
所
得
に

η
 

計
算
ナ
と
い
ふ
O

其
他
、
各
闘
の
例
に
つ
い
て
吋
グ
ヲ
イ
シ
ウ
エ
ヒ
タ
I
、
コ
シ
ラ

!
γ
、
ス
タ
ン
プ
事
照
叫

(
控
ニ

A
)

@
 

〉

リ
ン
グ
}
ル
は
、
此
利
用
は
使
用
財
産
を
減
少
せ
ざ
る
皮
に
坊
で
静
利
の
見
積
り
に
加
算
ナ
ベ
き
も
の
だ
と
い
ふ
叫

ろ
無
料
又
は
低
料
の
借
尾
(
電
蹄
脱
水
道
等
を
附
帯
し
て
)
に
於
け
る
相
嘗
家
賃
又
は
不
足
額

l
i

-
役
宅
|
|
此
が
可
な
り
頻
繁
に
生
十
る
。
即
ち
官
会
鹿
か
ら
叉
は
民
間
の
企
業
者
か
ら
、
役
人
勢
働
者

な
ど
へ
無
料
の
役
宅
が
供
せ
ら
れ
、
或
は
相
蛍
よ
り
も
安
き
料
金
に
て
貸
輿
せ
ら
れ
る
。
此
場
合
に
彼
等
が
受
〈

論

議

主，

所
得
本
般
の
不
明
確
え
陰
捕
斑
雛
に
基
づ
く
不
佐
平
課
枯
の
可
能

(払一一拙

第
十
九
巻

一
九
)

Fuistin買， a. a. 0 
461 以下。
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論

叢

C 

町
得
本
植
の
不
明
確

Z
H臥
拙
捉
難
r
h

基
づ
〈
不
A
E

平
課
積
め
可
能

(
第
-
腕

第
十
九
巷

C 
) 

る
貨
幣
給
料
の
外
に
、
此
家
賃
を
も
、
無
料
の

Z
き
は
金
額
に
於

τ、
低
料
の
ご
き
は
其
不
足
額
だ
け
所
得
Z
し

て
追
加
し
な
〈
一
ー
は
な
ら
ぬ
(
註
二
九
)
0

此
は
濁
米
な
刊
と
に
て
は
所
得
に
加
算
せ
ら
れ
て
居
る
が
(
註
三
O
)
、
我
園
で

之
を
閑
却
し
て
居
る
の
は
不
都
合
で
め
る
。
尤
も
英
額
ご
し
て
は
現
に
其
位
屋
の
相
官
の
家
賃
ご
い
1

ふ
よ

h
は、

之
を
供
せ
ら
晶
、
ご
ご
に
よ

h
其
人
の
消
費
を
節
約
せ
し
む
る
度
に
定
む
べ
し
ご
い
ふ
読
も
あ
る
が
(
註
三
一
)
、
其

は
役
宅
に
入
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
も
つ
古
安
い
家
賃
の
彪
で
辛
棒
す
る
が
如
き
人
?
』
t
e
f
考
慮
し
行
ん
も
の
で

あ
る
が
、
共
れ
な
れ
ば
何
に
も
彼
が
役
宅
宇
選
ぶ
に
も
及
ぶ
ま
じ
(
、
新
か
る
考
慮
は
無
用
で
あ
る
ご
思
ふ
。

(
註
ニ
丸
)

り
ン
グ
i
ル
位
、
知
料
住
居
は
原
則
土
、
課
税
す
べ
き
所
得
と
さ
れ
た
〈
て
は
な
ら
ぬ
主
潟
し
、
@
へ
ラ
ア
エ
ル
」
ア
ス
仕
、
二
人
中
目
各

の
者
百
五
千
馬
克
白
貨
幣
所
得
を
も
つ
も
、
一
人
吐
世
帯
ら
其
貨
幣
所
得
の
み
を
有
ち
、
他
自
者
は
別
に
無
償
に
て
住
居
、
食
物
、
衣
服
、
盤
礎
、

政
行
費
轄
を
給
奥
さ
れ
其
俸
給
um
丸
残
り
と
な
る
と
す
れ
ば
、
此
二
人
の
経
済
よ
り
地
位
臨
ふ
て
給
付
能
力
に
大
な
差
異
あ
る
こ
と
は
明
か
だ
と

し
て
居

ι。
其
他
ク
ラ
前
ウ
、
ヘ
ツ
ケ
ル
、
ク
ヲ
イ
シ
ウ
エ
ヒ
タ

I
、
フ
イ
ス
チ
シ
グ
轄
畢
照
。

(註三
D
)

掲
塩
て
は
役
宅
料
を
所
得
左
且
て
居
り
、
米
岡
法
の
解
轄
と
し
て
も
、
住
蕗
が
梓
給
に
附
加
し
て
供
せ
ら
る
る
慮
に
位
、
此
の
如
き
住

町

蕗
山
家
賃
は
俸
給
と
し
て
申
告
せ
ら
る
べ
き
も
り
で
あ
る
と
い
ふ
こ
主
で
あ
る
。

(
陸
宮
ご
)

ザ
ン
ダ

1
ル
は
、
此
自
然
利
盆
O
貨
幣
慣
値
は
、
此
が
筒
人
に
可
能
と
ナ
る
直
接
費
用
節
約
よ

9
も
よ
り
高
〈
計
算
さ
れ
て
は
な

b
ぬ

と
い
ふ
て
居
る
叫

2
問
ア
親
族
ぜ
か
知
合
E
か
恩
人
だ
さ
か
い
ふ
閲
係
の
縛
め
又
は
慈
善
の
意
味
に
て
、
佳
屋
が
普
通
よ
h

も
安
〈
貸
与
る
、
こ
さ
が
あ
る
。
此
場
合
に
も
実
相
営
よ
市
り
も
一
女
い
だ
け
の
不
足
額
を
借
屋
人
の
所
得
Z
し
て
計

Clabaugh， 
0: S. 182 

Holmes， 1. c. 

Lindahl. a. a. O. S. 224. Bela Foldes. 8. a. O. S. 370 
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算
す
べ
〈
、
宵
際
の
家
賃
を
貸
主
の
所
得
ご
し
て
計
算
す
4

き
も
の
で
あ
る
o

此
が
会
正
に
遁
ふ
の
み
な
ら
守
、

動
も
す
れ
ば
家
主
が
安
吉
家
賃
に

t
貸
し
た
ご
海

L
t
遺
脱
す
る
の
を
防
「
ニ
己
を
得
る
。
芸
家
賃
の
相
蛍
傾
が

時
同
許
か
は
日
公
の
機
関
に
て
評
定
す
る
の
外
な
し
ご
し
て
、
此
仁
て
定
め
ら
れ
た
以
上
は
、
各
人
は
之
じ
服
す
る
外

な
い
。
或
は
此
の
如
〈
す
る
さ
家
賃
を
安
〈
し
ゃ
う
ご
い
ふ
枇
曾
政
策
上
の

H
的
に
反
す
る
こ
正
、
な
る
ご
も
い

ふ
が
、
併
し
之
を
等
閑
に
す
る
翁
め
に
所
得
税
に
於
げ
る
不
乱
公
平
を
生
す
る
り
は
避
け
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。
此
に

J

h
て
慈
善
を
受
〈
る
人
も
他
方
に
相
設
の
家
賃
を
挑
つ

τ苦
ん
で
居
る
人
の
あ
る
こ
ご
を
思
ひ
や
っ
て
、
此
の

如
き
負
憶
を
甘
ん
十
る
こ
吉
、
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
o

は
無
料
又
は
低
料
の
止
宿

1
i前
記
の
如
〈
佐
屋
其
も
の
や
貸
す
の
で
な
〈
て
、
間
半
に
此
に
止
宿
せ
し
め
る

-
}
三
が
あ
り
、
主
一
を
努
働
者
使
用
人
な
ど
に
無
料
芭
潟
し
又
は
低
料
さ
潟
す
こ
ご
が
あ
る
。
此
れ
も
亦
化
、
英
相

嘗
料
金
、
叉
は
不
足
額
げ
い
げ
彼
等
の
所
得
芭
し
て
加
算
す
4

き
も
の
で
あ
る
。
党
h
英
固
な
戸
」
で
は
之
を
所
得
に

制

計
算
せ
や
古
い
ふ
・
』
ご
で
あ
る
O

B
動
産
使
用

い
蒋
自
に
属
す
る
家
具
家
財
の
使
用
ー
ー
も
英
償
値
を
一
の
所
得
E
計
算
し
て
然
る
イ
き
も
の
で
あ
る
(
註

一
三
一
)
。
尤
も
別
仁
保
険
料
や
減
債
消
却
を
控
除
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
か
ら
、
残
る
所
は
極
め
て
小
い
も
の
に
止
ま

論

叢

所
得
本
陣
@
不
明
確
又
u捕
旋
難
に
基
づ
く
不
公
平
課
税
の
可
能

) 

る
か
も
知
れ
な

ν
L
(毘
三
一
一
一
)
、
此
ピ
り
は
家
屋
ピ
異
h
J
大
抵
皆
人
が
自
分
で
有
も
大
糟
其
を
某
他
の
所
得
仁
相
底

第
十
丸
巻

(第一一概

Holmes， 1. c町 p.222. 

~tamp. 1. c. p. 33・
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又
此
を

Stamp， 1. c. p. 33 
Lind~h l. a. a: O. S. 223 
Linc1ahl. a. a. 0ー只 223 呂田mr，L c.. p. 33 
Bch Foldes， 司 a.O. S. 370 
Plehn， 1. c. p. 225・

所
符
木
慌
の
不
明
確
又
は
捕
捉
難
ι
基
イ
〈
不
公
平
課
税
の
可
能

L
て
有
つ
か
ら
(
註
三
四
)
、
之
を
一
般
に
看
却
し

τ盾
て
も
定
三
豆
、
大
し
た
不
R

公
平
さ
は
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

(
位
三
ニ
)

λ

タ
シ
プ
は
、
何
故
に
家
具
申
年
憎
値
が
所
得
に
計
算
さ
る
べ
自
ら
ぎ
る
よ
掛
川
と
い
ふ
で
居
る
叩

(
桂
三
三
)

V

シ
グ
l
ル
は
、
劫
産
は
往
々
に
し
て
存
繭
期
聞
が
小
て
、
之
に
上
る
年
々
の
利
用
部
は
不
動
産
よ
り
も
相
劃
的
に
小
い
。
特
に
井
減

損
伺
値
を
控
除
す
る
止
残
る
も
白
は
b
J
い
と
い
ふ
て
居
る
w

論

護

第
十
九
巻

(
第
一
線

一
) 

(
桂
三
回
)
リ
シ
ダ

I
ル
は
、
此
が
各
個
人
の
閣
に
平
需
に
分
田
せ
ら
れ
、
各
人
は
骨
な
相
官
制
の
到
底
家
具
を
仰
へ
、
其
が
多
〈
は
貨
幣
所
得
山

大
き
に
割
合
ふ
と
と
と
な
る
。
だ
か

ι、
此
物
的
所
得
の
加
算
は
、
乏
を
特
に
課
暗
上
考
慮
し
な
〈
て
な
ら
ぬ
ほ
ど
に
、
各
人
の
貸
付
貯
所
得
に
現

め

は
れ
た
る
給
付
桔
力
白
附
怖
を
大
し
て
髄
更
し
な
い
と
い
ふ
て
府
り
、
九
ダ
ン
プ
も
同
意
昧
の
こ
と
を
い
ふ
町

(
註
亘
五
)

η
 

ペ
ラ
フ
孟
ル
ヂ
ス
は
、
利
用
周
産
自
他
白
成
分
の
利
用
例
之
、
衣
服
家
具
磐
田
は
担
例
所
梓
に
算
入
せ
ら
れ
な
い
主
住
吉
L
て
居
る
叫

ろ
産
業
用
具
の
機
品
目
的
の
使
用
1

1
例
之
農
夫
が
其
耕
作
用
の
車
又
は
馬
を
農
閑
時
に
な
用
に
乗
廻
は
し
た

ご
し
て
、
禁
使
用
の
煩
値
は
所
得
ご
見
る
べ
き
か
い
問
題
ピ
が
、
精
密
に
い
へ
ば
此
れ
亦
所
得
に
加
へ
な
く
て
は

な
ら
ぬ
(
註
三
六
)

0

た
い
γ

賢
際
美
が
あ
ま
り
に
些
細
な
も
の
で
看
却
さ
れ
た
ご
て
大
し
た
も
の
で
も
な
〈
、

一
々
精
密
に
計
算
す
る
ピ
い
ふ
こ
宇
も
面
倒
な
も
の
で
は
ゐ
る
。

{
桂
三
六
)

尤
も
プ
レ
]
ン
位
、
此
白
如
き
も
白
は
所
得
と
許
算
せ
ら
れ
ず
と
い
ふ
て
居
る
明

は
主
人
の
車
馬
等
を
雇
人
が
私
用
に
供
す
る
場
合
の
使
用
の
債
値
1

1
此
も
初
め
よ
り
勢
働
又
は
雇
傭
傑
件

ご
し
て
此
を
使
用
す
る
権
利
の
奥
へ
ら
れ
た
場
令
に
は
嘗
然
、
所
得
に
加
算
し
な
〈
て
な
ら
泊
ご
し
て
、
時
折
、

主
人
の
好
意
ゐ
る
承
認
の
下
に
使
用
す
る
も
の
で
も
一
々
計
算
す
る
こ
ご
も
出
来
ま
じ
〈
、
此
れ
H
h

け
は
見
諮
が

j

j

)

)

 

刷
出
回
問
団



す
外
な
か

ιう
が
、
併
し
厳
正
に
い
へ
ば
此
も
所
得
で
は
ゐ
る
富
一
一
一
七

)
O

{
睦
=
一
七
)
ホ
ル
ム
ス
は
、
雇
人
が
共
主
人
の
財
産
、
馬
、
自
動
車
等
を
、
法
咋
上
の
権
利
と
し
て

Y
な
〈
、
静
を
受
け
で
使
用
す
る
場
合
に
は
、

然
ら

f
れ
ぽ
伎
が
抑
ふ
べ
舎
倒
値
を
受
け
た
と
の
理
由
に
て
は
岐
に
所
持
が
生
じ
な
い
と
い
ひ
、
チ
ツ
メ
ル
マ
ン
も
、
合
世
O
理
事
に
令
枇
の
車

馬
を
私
用
に
使
ふ
こ
と
の
許
さ
れ
た
る
特
摘
に
つ
き
、
士
一
U
F

雇
主
白
貫
太
な
る
態
度
に
悶
る
か
、
契
約
上
自
給
付
と
し
て
、
被
傭
者
自
給
付
に
劃

す
る
報
酬
り
一
部
を
成
す
か
が
問
題
で
あ
っ
て
、
後
町
場
合
に
は
一
定
の
標
準
に
よ
り
て
其
貨
幣
的
慣
値
が
測
定
せ
ら
る
べ
き
て
あ
る
と
い
ふ
て

め

居
る
。

三
人
的
給
付

人
自
己
の
人
的
給
付

一
自
己
及
其
家
族
に
よ
ち
て
世
田
理
せ
ら
る
、
家
族
的
勤
務
卸
も
自
家
用
食
物
の
調
理
、
衣
服
の
裁
縫
、
洗
濯
、

家
屋
の
手
入
品
1
1
1
品
、
此
等
主
〈
外
部
の
筆
者
に
任
か
し
た
君
、
僕
蝉
使
用
人
を
し
て
蕗
理
せ
し
な

る
者
ご
の
比
較
上
、
共
給
付
の
報
酬
に
宮
る
だ
り
多
く
の
所
得
を
暴
げ
て
居
る
さ
見
る
イ
き
で
あ
る
。
之
を
所
得

吉
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
o

此
等
の
勤
務
を
凡
、
へ
て
外
部
叉
は
他
人
を
し
て
行
は
し
む
る
者
は
貨
幣
的
所
得
は
大
で

あ
っ
て
も
、
間
々
、
此
等
の
勤
務
を
凡
ぺ
て
家
内
に
て
行
ふ
貨
幣
的
所
得
の
小
な
る
者
よ
り
も
生
活
徐
裕
の
乏
し

き
こ
吉
、
な
り
得
る
。
都
命
日
生
活
者
が
其
貨
幣
的
所
得
の
大
い
割
合
に
、
田
舎
生
活
者
よ
り
も
生
活
苦
を
伶
計
に

有
つ
は
一
は
此
に
困
る
の
で
あ
る
o

或
は
此
の
如
、
き
は
所
得
で
は
な
〈
一
t
、
回
早
に
所
得
の
支
出
の
節
約
に
止
ま
る

芭
も
い
ふ
が
{
註
三
八
)
、
そ
う
い
ふ
て
之
を
若
却
し
て
は
、
終
円
働
き
過
は
し
て
到
底
此
等
の
勤
務
を
錦
す
徐
裕
伝

有
た
凶
所
の
人
Z
比
較
し
て
不
会
一
中
正
な
る
。
放
に
是
非
之
を
考
慮
し
た
い
が
、
賓
際
之
が
計
算
は
困
難
な
こ
Z

諭

議

) 

所
得
本
惜
の
不
明
確
又
陰
捕
捉
難
v
h

基
づ
く
不
公
平
課
税
の
可
能

第
十
九
巻

(第一一明

Holmes， 1. c. p. 222. Zim田町田礼nn，a. <1. O. S. 48. 

Kleinwachter， a λO. S. ，83. 
59) 
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論

業

所
得
本
値
の
不
明
確
又
u摘
拠
雌
ι基
づ
《
不
公
平
謀
挽
の
可
能
川
第
十
丸
笹
川
(
第
一
貌

四

四
) 

で
は
あ
る
G

或
は
此
が
慣
例
上
ま

r貨
幣
償
値
仁
見
積
ら
れ
て
居
ら
ぬ
か
ら
之
を
所
得
ご
す
る
に
及
ば
ぬ

Z
V
ム

に
至
て
は
(
詫
三
九
)
、
立
(
は
徹
底

L
た
訟
で
は
な
い
。
或
は
之
を
所
得

r
z
lて
も
扶
養
の
義
務
を
作
ふ
か
ら
之
に

て
補
償
せ
ら
れ
、
別
に
考
慮
せ
十
ピ
も
大
じ
た
不
都
合
な
し
ご
い
ム
も
あ
る
が
(
位
四
O
)
、
扶
養
ご
此
等
の
勤
務
ピ

が
必
宇
し
も
並
行
せ
ぬ
か
ら
、
精
密
な
設
で
は
な
い
。
扶
養
闘
係
は
扶
養
闘
併
で
別
に
考
へ
、
特
別
の
勤
務
は
特

別
の
勤
務
ご
し
て
考
慮
す
る
の
が
至
嘗
で
あ
る
。

ア
イ
ス
チ
シ
グ
位
、
主
人
又
は
家
婦
が
此
轄
の
家
旋
的
自
仕
事
を
、
僕
岬
白
代
り
に
行
ふ
主
い
ふ
こ
と
は
、
僕
蝉
の
費
用
を
筒
ナ
る
に

6
 

止
ま
り
、
之
を
以
て
所
得
を
事
げ
た
と
は
い
ふ
を
梓
白
と
い
ふ
。

(
註
=
一
八
)

(
註
-
-
一
丸
)
プ
レ
ー
ン
は
、
貿
際
上
及
特
に
租
冊
目
目
的
の
母
め
に
は
、
寅
助
、
勤
務
R
A
享
曙
共
も
の
は
、
此
が
慣
例
上
貨
幣
に
て
評
伺
き
る
る
も

0
.て
な
い
以
上
は
、
所
得
と
考
へ
ら
れ
な
い
。
例
之
、
家
婦
が
料
理
及
家
政
に
於
て
作
り
及
行
ふ
所
内
物

A
勤
務
、
又
は
母
が
小
併
の
世
話
に
於

て
行
ふ
所
の
も
の
は
所
得
と
は
計
算
せ
ら
れ
向
。
併
し
家
師
や
母
に
封

L
其
勤
務
白
短
め
に
代
倒
を
柿
ム
こ
と
が
慣
例
と
な
る
と
き
に
は
、
此
撃

の
も
の
が
他
日
所
得
と
考
へ
ら
る
る
こ
主
'
と
な
る
こ
と
及
代
債
を
梯
は
ず
と
も
所
得
と
考
へ
ら
る
る
と
と
と
な
る
ζ

と
が
可
能
で
あ
る
と
い
ふ
て

め

居
る
。

(
陸
間
口
)
リ
シ
ダ
}
ル
位
、
自
己
の
家
内
翻
携
の
耽
註
に
つ
き
、
其
が
、
最
多
〈
の
家
族
家
計
に
共
湿
な
る
.
随
っ
て
陪
ん
"
と
他
の
純
情
の
給
付

指
力
よ
り
も
よ
り
多
〈
或
経
済
の
給
付
能
力
を
高
め
ぎ
る
寅
際
的
所
符
を
高
め
る
こ
と
に
刷
ナ
る
。
其
日
々
白
需
要
の
怨
め
に
主
主

L
て
代
債
を

挽
ふ
た
捗
力
に
指
示
せ
ら
る
る
濁
身
者
と
、
其
妻
及
幅
自
家
庭
的
冊
目
力
に
て
頗
る
債
高
き
所
得
源
を
加
ふ
る
所
白
家
長
と
の
周
に
瞬
間
ナ
ベ
か
ち

f
る
義
英
の
存
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
併
し
此
給
旬
能
力
を
高
め
る
一
冗
棄
は
明
か
に
仙
の
反
封
に
影
響
す
る
も
白
却
ち
其
家
族
日
針
十
る
家

長
田
技
義
義
務
ξ
結
付
い
て
居
る
。
此
故
に
賀
際
上
可
能

T
あ
ヲ
て
も
、
資
際
所
有
に
於
け
る
此
附
加
に
諜
枕
す
る
こ
と
は
問
題
と
な
る
と
と
は

出
車
な
い
。
此
は
唱
だ
猫
身
者
に
掛

L
家
族
輯
桝
に
許
奥
き
る
べ
き
租
税
宥
恕
を
決
す
る
と
き
申
麓
俳
的
一
見
素
と
し
て
白
み
見
ら
る
る
を
得
る
色

白
で
あ
る
と
い
ふ
哨

Fuisting， a， :1. O. S. JI3. 
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a
u
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ろ
関
師
教
師
等
が
自
家
の
病
人
叉
は
小
供
等
に
封

L
て
魚
す
所
の
給
付
ー
ー
も
精
密
に
い
へ
ば
一
の
所
得

z

似

い
は
な
〈
て
は
な
ら
的
。
併
し
唯
む
貫
際
其
ま
で
一
々
捕
捉
し
計
算
す
る
こ
ご
は
困
難
で
は
あ
る
。

B
他
人
の
人
的
給
付

い
雇
人
が
主
人
よ
り
受
C
る
無
料
の
致
育
、
療
養
、
無
料
乗
車
券
、
無
料
観
覧
券
等
|
i
1
此
等
も
勢
働
僚
件

t
し
て
奥
へ
ら
れ
て
居
る
な
ら
ば
、
勢
働
者
使
用
人
に
於
け
る
所
得
三
し

t
相
官
に
計
算
L
な
〈
て
は
な
ら
民

話
回
一
三
此
等
は
或
度
ま
で
計
算
す
る
こ
ご
を
得
る
。
之
を
隼
閑
に
附
し
て
は
な
ら
泊
。

(
控
回
一
)
テ
ン
メ
ル
マ
シ
は
、
無
料
問
自
発
、
無
料
乗
車
葬
に
ワ
昔
、
此
が
雇
主
的
寛
大
な
る
態
度
に
出
づ
る
か
、
契
約
土
白
給
付
と

L
C
被
傭

者
に
到
す
る
報
酬
白
一
部
を
成
す
か
ず
問
題
で
あ
っ
て
、
殺
の
場
合
に
は
一
定
白
限
時
に
よ
ワ
て
貨
幣
的
慣
債
が
測
定
せ
ら
る
eへ
き
で
あ
る
と
い

ふ
て
居
る
u

そ
し
て
勤
務
閥
係
に
あ
る
義
務
者
の
受
〈
る
無
料
教
育
も
、
濁
誕
訟
で
は
勢
働
所
得
に
計
算
せ
ら
る
る
と
い
ふ
と
と
で
あ
る
叫

ろ
間
半
純
な
る
好
意
に
依
る
他
人
の
無
償
の
勢
務
|
|
此
等
も
勿
論
、
精
密
に
い
へ
ば
所
得
Z
な
る
が
、
併
し

此
が
捕
捉
は
最
も
六
っ
か
し
い
。
叉
慈
善
吉
し
て
受
〈
る
場
令
の
如
き
に
は
、
受
〈
る
者
が
所
詮
、
高
見
枕
貼
以
下

の
も
の
で
あ
ら
う
か
ら
問
題
ピ
も
な
る
ま
い
。

四
財
産
の
白
然
増
償
|
|
財
産
の
自
然
増
債
は
理
論
上
営
然
に
純
財
産
増
加
古
し
て
所
得
に
加
算
し
て
可
で
ゐ
る

(註四二
)
O

必
や
し
も
之
が
貢
却
せ
ら
れ
ヌ
は
消
費
せ
ら
れ
守
Z
も
(
註
凹
一
ニ
ー
一
定
の
時
期
に
之
を
計
算
し

τ所
得

百
計
算
し
て
可
で
あ
る
o

勿
論
然
る

E
き
は
、
芙
械
損
し
セ
る
も
の
は
之
を
控
除
し
な
〈
て
は
な
ら
旧
制
{
註
四
四
)
O

但
に
此
方
法
は
筒
人
に

τは
管
業
者
の
外
に
は
ま
ガ
針
ひ
難
い
で
は
あ
ら
う
。
つ
ま
り
賀
行
難
の
こ
ご
で
は
ゐ
る

が
、
併
L
理
論
上
斯
く
め
る
イ
き
で
あ
h
、
他
日
一
般
の
経
憐
経
管
方
法
が
遜
ん
げ
い
な
ら
ば
行
ひ
得
べ
き
こ
己
、

諦

議

E 

所
得
本
担
め
不
明
確
又
は
捕
拙
離
に
基
ィ
，
、
一
+
金
平
課
税
ゅ
可
能

(
第
一
腕

五
) 

第
十
丸
巷
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論

議

所
得
本
世
の
不
明
確
又
民
捕
時
難
民
基
づ
〈
不
全
平
課
税
の
可
能

(
第
一
抗

も
な
る
で
あ
ら
う
。

第
十
九
容

プミ
) 

大

(
需
四
ニ
)
プ
レ

I

Y
は
、
土
地
及
建
物
。
商
人
は
、
買
入
れ
と
共
に
買
却
を
鵠
す
と
と
に
よ
っ
て
D

h
所
得
世
間
帯
げ
な
い
。
併
し
時
と
し
て
は
噌

倶
心
得
め
に
之
を
貝
ひ
且
ワ
之
を
維
持
す
る
と
と
に
依
っ
て
所
持
を
挺
「
る
併
で
あ
る
左
い
ふ
て
居
る
。
他
日
文
ロ
グ
シ
ア
ー
は
、
或
年
に
於
げ

る
所
得
を
串
間
的
完
全
に
捕
捉
せ
ん
が
泊
め
に
は
、
土
地
及
費
半
、
帰
格
に
い
へ
ぽ
使
用
資
本
吉
へ
も
の
債
値
減
φ
又
は
慣
値
柑
加
を
も
考
慮
し

加

な
(
て
仕
立
ち
回
で
あ
ら
う
と
い
ふ
て
居
る
。

(
註
四
三
)
リ
シ
ダ

1
ル
は
、
財
産
の
悦
値
哨
加
は
、
其
貰
却
又
は
消
費
に
際
し
て
初
め
て
、
課
枕
す
べ
き
所
作
と

L
て
計
算
せ
ら
る
べ
し
と
い
ふ

て
居
る
。

{
註
岡
田
)

前
出
誼
六
事
問
。

、長三2
iI'日

論

以
上
要
之
、
所
得
税
に
て
は
所
得
本
悼
の
多
少
不
明
確
又
は
捕
捉
難
の
匁
め
に
、
所
得
ご
す
べ
か
ら
ぎ
る
も

ωを

所
得

t
L
て
課
税
し
た
り
、
所
得
ご
す
べ
雪
も
の
を
却
っ
て
閑
却
し
て
居
る
所
で
ゐ
る
。
つ
ま
り
共
庭
に
恋
意
が

明

行
は
れ
て
居
る
課
で
ゐ
る
。
其
も
賀
行
の
上
か
ら

L
て
は
巳
h
u
e
e
得
ぬ
ニ
ご
だ
が
、
併
し
出
来
得
る
花
け
之
を
整

理
し
て
不
課
税
ご
す
ぺ
き
も
の
は
努
め

τ之
を
省
き
、
課
税
す
イ
き
も
の
は
成
る
だ
け
取
入
れ
る
や
う
に
工
夫
寸

る
こ
ぜ
が
望
ま
し
い
。
兎
に
角
所
得
税
が
往
々
に
し
て
理
想
的
の
良
枕
の
如
〈
に
思
は
る
、
け
れ
U
」
も
、
此
に
色

町

々
の
弱
則
が
あ
り
、
特
に
其
所
得
本
慢
に
つ
い
て
弱
劫
を
持
つ
ど
い
ふ
二
言
は
決
し
て
見
落
し
て
は
な
ら
ぬ
事
柄

で
あ
る
。
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